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ス
ポ
ー
ツ
情
報
総
合
発
信
サ

イ
ト「
南
魚
沼
Ｓス

ポ

ー

ツ

Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｓ 

Ｃク

リ

エ

イ

タ

ー

ズ

Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｓ
」を
開

設
し
ま
し
た

【
問
合
せ
】
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
課

☎
７
７
３
‐
６
６
３
０

　
市
内
を
中
心
に
魚
沼
エ
リ
ア
の

ス
ポ
ー
ツ
情
報
な
ど
を
紹
介
す
る

総
合
サ
イ
ト
を
開
設
し
ま
し
た
。

　
「
ス
ポ
ー
ツ
を
創
造
す
る
」
を

テ
ー
マ
に
、
す
べ
て
の
人
が
ス
ポ

ー
ツ
情
報
な
ど
を
容
易
に
入
手
で

き
る
総
合
窓
口
と
し
て「
Ｒラ

イ

ド

Ｉ
Ｄ
Ｅ 

Ｏオ

ンＮ 

南
魚
沼
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実

行
委
員
会
」が
企
画
・
開
設
し
た

も
の
で
す
。

　
今
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
発
信

源
と
し
て
活
用
し
て
い
く
予
定
で

す
。
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（「
ス
ポ

ー
ツ
情
報
」
で
検
索
）
か
次
の
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※ 

こ
の
サ
イ
ト
は
、市
内
民
泊
施

設
、ス
ポ
ー
ツ
関
連
事
業
者
な

ど
、多
く
の
企
業
や
団
体
か
ら
の

協
賛
金
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す

　
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度

の
高
齢
者
福
祉
と
介
護
保
険
事
業

の
方
向
性
を
示
す
「
第
８
期
高
齢

者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計

画
」
を
令
和
３
年
３
月
末
ま
で
に

策
定
し
ま
す
。

　

本
計
画
を
策
定
す
る
に
あ
た

り
、
み
な
さ
ん
の
意
見
・
提
案
を

計
画
案
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
意

見
を
公
募
し
ま
す
。

※ 

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
意
見
は
、

市
の
考
え
方
と
と
も
に
公
表
し

ま
す
。
た
だ
し
、
個
々
の
意
見

に
直
接
回
答
し
ま
せ
ん

閲
覧
・
意
見
募
集
期
間

　

 

12
月
10
日
㈭
～
令
和
３
年
１
月

８
日
㈮

閲
覧
窓
口

・ 

介
護
保
険
課
、
大
和
・
塩
沢
市

民
セ
ン
タ
ー

・ 

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（「
高
齢
者
福

祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画

案
」
で
検
索
）

意
見
の
提
出
方
法

　

住
所
・
氏
名
を
明
記
し
、「
高

齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業

計
画
案
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
」

と
記
入
し
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

電
話
や
口
頭
な
ど
で
は
受
け
付

け
ま
せ
ん

①
窓
口
に
持
参

　
閲
覧
窓
口
に
書
面
を
持
参
す
る

②
郵
送　
〒
９
４
９
‐
６
６
９
６

　
南
魚
沼
市
六
日
町
１
８
０
‐
１

　
介
護
保
険
課
宛
て

③
Ｆ
Ａ
Ｘ　
７
７
３
‐
６
７
２
３

　
介
護
保
険
課
宛
て

④�

メ
ー
ル　

kaigo-h@
city.

m
inam

iuonum
a.lg.jp

⑤
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
入
力
フォ
ー
ム
に
入
力
し
て
送
信

※ 

窓
口
の
閲
覧
、提
出
は
土
・
日

曜
日
、祝
日
、12
月
29
日
㈫
～
31

日
㈭
を
除
く
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分

意
見
な
ど
と
市
の
考
え
方
の
公
表

時
期

　
令
和
３
年
３
月
15
日
㈪

　
12
月
１
日
㈫
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
を
使
っ
て
、
市

税
な
ど
を
24
時
間
手
数
料
無
料
で

ど
こ
か
ら
で
も
納
付
が
可
能
に
な

り
ま
し
た
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
で
納
付
書
に
印

刷
さ
れ
て
い
る
バ
ー
コ
ー
ド
を
読

み
取
る
こ
と
で
利
用
で
き
ま
す
。

納
付
で
き
る
市
税
・
料
金
・
問
合
せ

・
市
県
民
税
（
普
通
徴
収
）

・
固
定
資
産
税

・
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

・
国
民
健
康
保
険
税（
普
通
徴
収
）

　
税
務
課�

収
税
班

☎
７
７
３
‐
６
６
６
９

・
介
護
保
険
料(

普
通
徴
収)

　
介
護
保
険
課
介
護
保
険
係

☎
７
７
３
‐
６
６
７
５

・
上
下
水
道
料
金

　
水
道
課�

水
道
業
務
係

☎
７
７
４
‐
３
１
４
１

　
上
下
水
道
料
金
セ
ン
タ
ー

☎
７
８
８
‐
０
２
２
０

利
用
で
き
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決

済
ア
プ
リ

・
Ｐペ

イ
ａ
ｙ

　
　
Ｐペ

イ
ａ
ｙ

 

・
Ｌラ

イ

ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ 

　
　
Ｐペ

イ
ａ
ｙ

利
用
方
法

① 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
に
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
を
イ
ン

ス
ト
ー
ル
し
て
、
必
要
事
項
を

登
録
す
る
。

② 

ア
プ
リ
に
必
要
な
金
額
を
チ
ャ
ー

ジ
す
る
。

③ 

ア
プ
リ
の
請
求
書
払
い
を
選
択

し
、納
付
書
に
印
字
さ
れ
た
バ
ー

コ
ー
ド
を
読
み
込
む
。

④ 

納
付
金
額
を
確
認
し
て
、
支
払

い
手
続
き
を
行
う
。

⑤ 

支
払
い
手
続
き
が
完
了
す
る

と
、
支
払
い
完
了
画
面
が
表
示

さ
れ
る
。

※ 

通
信
料
は
利
用
者
の
負
担
と
な

り
ま
す

注
意
事
項

・ 

バ
ー
コ
ー
ド
の
印
字
が
な
い
納

付
書
、
取
扱
期
限
が
過
ぎ
た
納

付
書
、
１
枚
に
つ
き
30
万
円
を

超
え
る
納
付
書
は
利
用
で
き
ま

せ
ん
。

・ 

上
下
水
道
料
金
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ 

Ｐ
ａ
ｙ
請
求
書
払
い
は
、５
万

円
以
上
の
納
付
書
は
利
用
で
き

ま
せ
ん
。

・ 

領
収
証
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

領
収
証
書
が
必
要
な
場
合
は
、

納
付
書
を
使
っ
て
市
役
所
、金

融
機
関
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

な
ど
か
ら
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ

リ
を
利
用
し
て
納
付
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

【
問
合
せ
】
税
務
課�

収
税
班

　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
９

意
見
募
集
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
）高
齢
者
福
祉
計
画・

介
護
保
険
事
業
計
画
（
案
）

【
問
合
せ
】
介
護
保
険
課

　
☎
７
７
３
‐
６
６
７
５


